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議案第５３号

藤沢市下水道条例の一部改正について

藤沢市下水道条例の一部を次のように改正する。

２０１６年（平成２８年）１２月１日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

藤沢市下水道条例の一部を改正する条例

藤沢市下水道条例（昭和３６年藤沢市条例第３０号）の一部を次のように改正す

る。

「
基 本 使 用 料 １，３３４円

１立方メートルにつき ９７円

１立方メートルにつき １１３円

１立方メートルにつき １３１円

１立方メートルにつき １５９円
別表第１中 を

１立方メートルにつき １８８円

１立方メートルにつき ２２８円

１立方メートルにつき ２６８円

１立方メートルにつき ３０８円

１立方メートルにつき ３４８円
」

「
基 本 使 用 料 １，３９８円

１立方メートルにつき １０２円

１立方メートルにつき １１８円

１立方メートルにつき １３７円

１立方メートルにつき １６７円
に改め，同表備考の項第１項第２号中

１立方メートルにつき １９７円
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１立方メートルにつき ２３９円

１立方メートルにつき ２８１円

１立方メートルにつき ３２３円

１立方メートルにつき ３６４円
」

「１０３分の１００」を「１００分の１０１．８」に改める。

「
基 本 使 用 料 ６６７円

１立方メートルにつき ９７円

１立方メートルにつき １１３円

１立方メートルにつき １３１円

１立方メートルにつき １５９円
別表第２中 を

１立方メートルにつき １８８円

１立方メートルにつき ２２８円

１立方メートルにつき ２６８円

１立方メートルにつき ３０８円

１立方メートルにつき ３４８円
」

「
基 本 使 用 料 ６９９円

１立方メートルにつき １０２円

１立方メートルにつき １１８円

１立方メートルにつき １３７円

１立方メートルにつき １６７円
に改め，同表備考の項第１項第２号中

１立方メートルにつき １９７円

１立方メートルにつき ２３９円

１立方メートルにつき ２８１円

１立方メートルにつき ３２３円

１立方メートルにつき ３６４円
」

「１０３分の１００」を「１００分の１０１．８」に改める。
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附 則

１ この条例は，平成２９年４月１日から施行する。

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係

る公共下水道の使用料について適用し，同日前の使用に係る公共下水道の使用料

については，なお従前の例による。

提案理由

この条例を提出したのは，公共下水道事業の財政状況を勘案して公共下水道使用

料を改定する必要による。


